
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決中被上告人の予備的請求に関する部分を破棄する。

　　　　　右部分につき本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

　　　　　　　 　　 理　　　　由

第一　上告代理人柴田龍彦の上告理由第一の四について

　所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する

ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取

捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するもの

にすぎず、採用することができない。

　第二　同第一の一ないし三について

　一　原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。

　１　被上告人は、Ｄに対し、平成三年五月一五日に貸し付けた貸金債権を有し、

これにつき、Ｄから被上告人に六〇〇五万九七一四円及び内金五九二八万一三九六

円に対する平成四年二月一四日から支払済みまで年一四パーセントの割合による金

員を支払うべき旨の確定判決を得ている。

　２　Ｄは、Ｅ株式会社（以下「訴外会社」という。）の取締役であったところ、

多額の負債を抱えて借入金の利息の支払にも窮し、平成四年一月末、訴外会社の取

締役を退任し、収入が途絶え、無資力となった。

　３　上告人とＤは、平成二年一〇月ころから同居し、平成三年一〇月五日、婚姻

の届出をしたが、Ｄは、働かずに飲酒しては上告人に暴力を振るうようになり、平

成六年六月一日、上告人と協議離婚した。

　４　上告人とＤは、他の債権者を害することを知りながら、平成六年六月二〇日、

Ｄが上告人に対し、生活費補助として同月以降上告人が再婚するまで毎月一〇万円

を支払うこと及び離婚に伴う慰謝料として二〇〇〇万円を支払うことを約し（以下
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「本件合意」という。）、これに基づき、執行認諾文言付きの慰謝料支払等公正証

書が作成された。

　５　被上告人は、Ｄに対する前記確定判決に基づき、大阪地方裁判所に対し、前

記貸金債権の内金五〇〇万円を請求債権として、Ｄの訴外会社に対する給料及び役

員報酬債権につき差押命令を申し立て、同裁判所は、平成七年八月二三日、差押命

令を発した。

　上告人は、Ｄに対する前記公正証書に基づき、大阪地方裁判所に対し、生活費補

助二二〇万円及び慰謝料二〇〇〇万円の合計二二二〇万円を請求債権として、Ｄの

訴外会社に対する給料及び役員報酬債権につき差押命令を申し立て、同裁判所は、

平成八年四月一八日、差押命令を発した。

　６　訴外会社は、平成八年六月二四日、大阪法務局に二六一万〇四三三円を供託

した。

　７　大阪地方裁判所は、上告人と被上告人の各配当額を各請求債権額に応じて案

分して定めた配当表（以下「本件配当表」という。）を作成したところ、被上告人

は、配当期日において、異議の申出をした。

　二　本訴において、被上告人は、主位的請求として、本件合意が通謀虚偽表示に

より無効であるとして、本件配当表につき、全額を被上告人に配当するよう変更す

ることを求め、予備的請求として、詐害行為取消権に基づき、上告人とＤとの間の

本件合意を取り消し、本件配当表を同様に変更することを求めた。

　三　第一審は、本件合意は通謀虚偽表示により無効であるとして、主位的請求を

認容した。これに対して、原審は、本件合意が通謀虚偽表示であるとはいえないが、

本件合意における生活費補助及び慰謝料の額は、その中に財産分与的要素が含まれ

ているとみても不相当に過大であって、財産分与に仮託してされたものであり、詐

害行為に該当するとして、予備的請求を認容した（原判決主文は、単に控訴を棄却
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するというものであるが、これは、主位的請求につき第一審判決を取り消して請求

を棄却し、予備的請求につきこれを認容して第一審判決と同じ主文を言い渡す趣旨

のものと解される。）。

　四　しかしながら、原審の右判断のうち予備的請求に関する部分は是認すること

ができない。その理由は、次のとおりである。

　１　本件合意は、Ｄが上告人に対し、扶養的財産分与の額を毎月一〇万円と定め

てこれを支払うこと及び離婚に伴う慰謝料二〇〇〇万円の支払義務があることを認

めてこれを支払うことを内容とするものである。

　２　離婚に伴う財産分与は、民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過

大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段

の事情のない限り、詐害行為とはならない（最高裁昭和五七年（オ）第七九八号同

五八年一二月一九日第二小法廷判決・民集三七巻一〇号一五三二頁）。このことは、

財産分与として金銭の定期給付をする旨の合意をする場合であっても、同様と解さ

れる。

　そして、【要旨一】離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意がされ

た場合において、右特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その

限度において詐害行為として取り消されるべきものと解するのが相当である。

　３　離婚に伴う慰謝料を支払う旨の合意は、配偶者の一方が、その有責行為及び

これによって離婚のやむなきに至ったことを理由として発生した損害賠償債務の存

在を確認し、賠償額を確定してその支払を約する行為であって、新たに創設的に債

務を負担するものとはいえないから、詐害行為とはならない。しかしながら、【要

旨二】当該配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨

の合意がされたときは、その合意のうち右損害賠償債務の額を超えた部分について

は、慰謝料支払の名を借りた金銭の贈与契約ないし対価を欠いた新たな債務負担行

- 3 -



為というべきであるから、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが

相当である。

　４　これを本件について見ると、上告人とＤとの婚姻の期間、離婚に至る事情、

Ｄの資力等から見て、本件合意はその額が不相当に過大であるとした原審の判断は

正当であるが、この場合においては、その扶養的財産分与のうち不相当に過大な額

及び慰謝料として負担すべき額を超える額を算出した上、その限度で本件合意を取

り消し、上告人の請求債権から取り消された額を控除した残額と、被上告人の請求

債権の額に応じて本件配当表の変更を命じるべきである。これと異なる見解に立っ

て、本件合意の全部を取り消し得ることを前提として本件配当表の変更を命じた原

判決には、法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、この違法は原判

決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は右の趣旨をいうものとして理

由があり、原判決中被上告人の予備的請求に関する部分は破棄を免れない。

　第三　さらに、職権をもって判断するに、被上告人の予備的請求につき、主文に

おいて本件合意を取り消すことなく詐害行為取消しの効果の発生を認め、本件配当

表の変更の請求を認容すべきものとした原判決には、法令の解釈適用を誤った違法

があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決

中被上告人の予備的請求に関する部分は、この点においても破棄を免れない。

　第四　結論

　以上のとおりであるから、原判決中被上告人の予備的請求に関する部分を破棄し、

右部分については、本件合意のうち取り消すべき範囲及びこれに基づく配当表の変

更につき、更に審理を尽くさせる必要があるから、本件を原審に差し戻すこととす

る。

　よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

（裁判長裁判官　藤井正雄　裁判官　小野幹雄　裁判官　遠藤光男　裁判官　井嶋
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一友　裁判官　大出峻郎）
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